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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第36期

第１四半期
累計期間

第37期
第１四半期
累計期間

第36期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年６月30日

自　2021年４月１日
至　2021年６月30日

自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

売上高 (千円) 1,158,745 1,067,477 3,105,928

経常利益 (千円) 417,254 361,723 587,022

四半期（当期）純利益 (千円) 286,652 251,447 431,961

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) － － －

資本金 (千円) 692,361 1,764,024 1,764,024

発行済株式総数 (株) 3,340,500 3,823,900 3,823,900

純資産額 (千円) 2,878,023 5,165,916 5,128,276

総資産額 (千円) 4,163,787 6,545,019 6,320,166

１株当たり四半期（当
期）純利益

(円) 85.82 65.77 119.65

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － 20

自己資本比率 (％) 69.1 78.9 81.1
 

(注) 1　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、当該四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等の

推移については記載しておりません。

2　売上高には、消費税等は含まれておりません。

3　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。

4　潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。

5 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期会計期間の期首

から適用しており、当第１四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した

後の指標等となっております。

 
２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社において営まれる事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

「事業等のリスク」から重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

なお、当第１四半期会計期間の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）

等を適用しております。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの影響を受けるなか輸出は緩やかな増加が続い

ており、生産は持ち直しました。海外経済におきましても、同ウイルスの収束は依然見通せない状況であります。

　当社における同ウイルスの影響は、やむを得ず本社よりエンジニアを派遣する際には各国のガイドラインに沿った

隔離措置を受けるということは当然あるものの、売上面での影響は特段受けていない状況が続いております。

　半導体業界におきましては、世界的な半導体不足が今年の年末まで続き、2022年にも影響が及ぶと言われておりま

すが、台湾の当社主要顧客では、過去最高の設備投資額を予定しており、また、米国への工場建設も予定されており

ます。他にも、今まで自社で半導体チップを製造していた米国大手半導体メーカーも、最先端品については当社主要

顧客へ製造委託をする動きがみられます。

　このような状況に加え、最先端品を製造する顧客各社からは更なる装置の性能向上が求められており、今後当社へ

の需要は一層旺盛になっていくと考えられます。主力製品であるフォトマスク用CD-SEM「Zシリーズ」は顧客の最先端

需要に当面応えていける性能を有しておりますが、今後中長期にわたり需要を獲得し続けるために、引き続き親会社

の株式会社エー・アンド・デイと一緒に次世代機の開発に力を注ぎ、2022年末のリリースを目指しております。

　研究開発費以外では、今年７月21日に本店を埼玉県所沢市より東京都立川市へ移転し、以前に比べ大幅に拡張した

クリーンルームを有したことにより、減価償却費等の増額が見込まれますが、これらは当社にとって中長期的な観点

で必要不可欠な投資であります。

　このような状況のもと、当第１四半期累計期間におきまして、当社の主力製品であるフォトマスク用CD-SEM「Zシ

リーズ」や、フォトマスク用DR-SEM（観察および分析）「LEXaシリーズ」等を売り上げております。

　この結果、売上高は1,067百万円（前年同四半期比7.9%減）となりました。損益につきましては、営業利益364百万

円（前年同四半期比12.9%減）、経常利益361百万円（前年同四半期比13.3%減）、及び四半期純利益251百万円（前年

同四半期比12.3%減）となりました。

 

 
(2) 財政状態の分析

(資産)

　流動資産は、前事業年度末に比べて6.3％減少し、4,423百万円となりました。これは、仕掛品が71百万円増加し

た一方、受取手形及び売掛金が439百万円減少したことなどによります。

　固定資産は、前事業年度末に比べて32.7％増加し、2,121百万円となりました。これは、建設仮勘定が473百万円

増加したことなどによります。

　この結果、総資産は、前事業年度末に比べて3.6％増加し、6,545百万円となりました。

　

(負債)

　流動負債は、前事業年度末に比べて21.4％増加し、1,183百万円となりました。これは、1年内返済予定の長期借

入金が14百万円減少した一方、未払法人税等が94百万円、電子記録債務が32百万円それぞれ増加したことなどによ

ります。

　固定負債は、前事業年度末に比べて10.0％減少し、195百万円となりました。これは、長期借入金が25百万円減少

したことなどによります。この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて15.7％増加し、1,379百万円となりまし

た。
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(純資産)

　純資産合計は、前事業年度末に比べて0.7％増加し、5,165百万円となりました。これは、四半期純利益の計上等

により利益剰余金が38百万円増加したことなどによります。

 
(3)研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発費は28百万円であります。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,200,000

計 10,200,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年８月６日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,823,900 3,823,900
東京証券取引所

JASDAQ
（スタンダード）

単元株式数は100株であります。

計 3,823,900 3,823,900 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年４月１日～
2021年６月30日

─ 3,823,900 ─ 1,764,024 ─ 1,235,416
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（2021年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。
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① 【発行済株式】

2021年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － ─

議決権制限株式(自己株式等) － － ─

議決権制限株式(その他) － － ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
　普通株式　　　　400

－ ─

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,821,100
 

38,211 ─

単元未満株式 普通株式 2,400
 

－ ─

発行済株式総数 3,823,900 － ―

総株主の議決権 － 38,211 ―
 

（注）単元未満株式には、当社保有の自己株式が40株含まれております。

 

② 【自己株式等】

2021年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ホロン

埼玉県所沢市南永井1026-1 400 － 400 0.01

計 ― 400 － 400 0.01
 

（注）所有者の住所は、四半期報告書提出日現在、東京都になっております。

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)

に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(2021年４月１日から2021年６月

30日まで)及び第１四半期累計期間(2021年４月１日から2021年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、アーク

有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。　
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2021年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2021年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,485,871 2,473,344

  受取手形及び売掛金 1,209,867 770,068

  仕掛品 668,889 740,560

  原材料 199,990 175,642

  その他 157,560 264,132

  流動資産合計 4,722,179 4,423,748

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 626,031 626,031

   建設仮勘定 613,935 1,087,300

   その他（純額） 65,085 51,135

   有形固定資産合計 1,305,052 1,764,467

  無形固定資産 84,205 80,305

  投資その他の資産 208,729 276,498

  固定資産合計 1,597,987 2,121,271

 資産合計 6,320,166 6,545,019

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 372,787 396,666

  電子記録債務 143,058 175,587

  1年内返済予定の長期借入金 140,834 126,665

  未払法人税等 15,186 109,213

  賞与引当金 96,384 119,929

  製品保証引当金 59,383 62,303

  その他 147,363 193,556

  流動負債合計 974,997 1,183,921

 固定負債   

  長期借入金 75,000 50,000

  退職給付引当金 131,957 135,990

  その他 9,934 9,190

  固定負債合計 216,891 195,181

 負債合計 1,191,889 1,379,103

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,764,024 1,764,024

  資本剰余金 1,235,416 1,235,416

  利益剰余金 2,129,834 2,167,836

  自己株式 △998 △1,360

  株主資本合計 5,128,276 5,165,916

 純資産合計 5,128,276 5,165,916

負債純資産合計 6,320,166 6,545,019
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 1,158,745 1,067,477

売上原価 507,571 487,007

売上総利益 651,174 580,469

販売費及び一般管理費 232,281 215,626

営業利益 418,893 364,842

営業外収益   

 受取利息 21 12

 その他 4 7

 営業外収益合計 26 19

営業外費用   

 支払利息 522 312

 為替差損 1,108 2,826

 その他 34 －

 営業外費用合計 1,665 3,139

経常利益 417,254 361,723

税引前四半期純利益 417,254 361,723

法人税、住民税及び事業税 125,838 101,388

法人税等調整額 4,763 8,886

法人税等合計 130,601 110,275

四半期純利益 286,652 251,447
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(会計方針の変更)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又

はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、海外向け製品

販売については、従来、船積時点で売上計上しておりましたが、船積時点及び検収時点で売上計上する方法に変更

いたしました。また、国内向け製品販売については、従来、検収時点で売上計上しておりましたが、引渡時点及び

検収時点で売上計上する方法に変更いたしました。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半期会

計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計

基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第１四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更につい

て、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第１四半期会計

期間の期首の利益剰余金に加減しております。

　この結果、当第１四半期累計期間の売上高が68,000千円、売上原価が46,629千円、販売費及び一般管理費が4,080

千円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ17,290千円減少しております。ま

た、利益剰余金の当期首残高は175,210千円減少しております。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第１四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりませ

ん。

　

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間

に係る減価償却費(無形固定資産を含む。)は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年６月30日)

減価償却費 23,817千円 23,384千円
 

　

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年６月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
1株当たり
配当金(円)

基準日 効力発生日

2020年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 33,401 10 2020年３月31日 2020年６月25日
 

　
２　基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 
 
 
 
 
 

当第１四半期累計期間(自　2021年４月１日　至　2021年６月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
1株当たり
配当金(円)

基準日 効力発生日
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2021年６月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 38,234 10 2021年３月31日 2021年６月24日
 

　
２　基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

  前第１四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

　当社は、電子ビーム技術を応用した製品・サービスの単一事業となっております。したがって、当社は、「電子

ビーム関連」を単一の報告セグメントとしているため、記載を省略しております。

  

　 当第１四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

　当社は、電子ビーム技術を応用した製品・サービスの単一事業となっております。したがって、当社は、「電子

ビーム関連」を単一の報告セグメントとしているため、記載を省略しております。
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(収益認識関係)

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下の通りであります。

 
 
 
 (単位：千円)

 
当第１四半期累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年６月30日)

 金額 構成率

アジア 974,410 91.3%

欧州・北米 6,917 0.6%

海外売上高合計 981,327 91.9%

国内売上高合計 86,149 8.1%

売上高 1,067,477 100.0%
 

(注)　金額には、消費税等は含まれておりません。

 
 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

 １株当たり四半期純利益 85円82銭 65円77銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益(千円) 286,652 251,447

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る四半期純利益(千円) 286,652 251,447

普通株式の期中平均株式数(株) 3,340,105 3,823,409
 

 (注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 
 
 
 

 
 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2021年８月５日

株式会社　ホロン

取締役会  御中

アーク有限責任監査法人

　東京オフィス
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三　島 徳　朗 印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 早　川　和　宏 印
 

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ホロン

の2021年４月１日から2022年３月31日までの第37期事業年度の第１四半期会計期間（2021年４月１日から2021年６月30

日まで）及び第１四半期累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半

期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ホロンの2021年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかっ

た。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書におい
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て四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切

でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・  四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準

に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の

表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項

が認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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